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改正後 改正前 
秋田県女性技術者活躍モデル工事実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 （略） 

 

 （定義） 

第２条 （略） 

 

 （実施内容） 

第３条 （略） 

 

 （入札公告等） 

第４条 （略） 

 

（工事成績評定） 

第５条 （略） 

 

（実施証明書） 

第６条 （略） 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年５月３０日から施行する。 

附 則（平成３０年１０月２５日技管－５２６） 

この要綱は、平成３０年１１月１日から施行する。 
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附 則（令和元年６月７日技管－１７０） 

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月１８日技管－３９１） 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１３日技管－７４５） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月９日技管－３３９） 

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１日技管－６９３） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月３日技管－１１２０） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月８日技管－８５１ 一部改正） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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（別紙６）女性技術者活躍モデル工事 工事成績評定加点区分表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性技術者活躍モデル工事 工事成績評定加点区分表

一
般
土
木

農
業
土
木

林
業
土
木

水
産
土
木

一
般
塗
装

鋼
橋
塗
装

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○

○

建設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

建設｢鋼構造及びコンクリート｣ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

農業｢農業土木、農業農村工学｣ ○ ○

電気電子 ○ ○

機械 ○

機械｢熱工学、熱・動力エネルギー機器｣又は｢流体工学、流体機器｣ ○ ○

上下水道 ○ ○

上下水道｢上水道及び工業用水道｣ ○ ○ ○

水産｢水産土木｣ ○ ○

森林｢林業、林業・林産｣ ○

森林｢森林土木｣ ○ ○ ○

衛生工学 ○

衛生工学｢水質管理｣ ○ ○

衛生工学｢廃棄物管理、廃棄物・資源循環｣ ○ ○

・女性の有する資格等が上記表の「○」に該当する場合、工事成績評定への加点を行う。なお、該当する資格等が複数ある場合は上位の点数のみ加点する。

・受注者は女性の資格等を確認可能な書類を発注者へ提出しなければならない。

・配置女性が別の女性へ変更となる場合、女性の従事期間は変更前後の日数を通算して考えるものとする。なお、実施証明書の記載名は従事期間が最も長い者とする。

区分４ １点

資格等区分

別紙６

建設工事の種類

加点数

一般土木

法
面

建
築
一
式

電
気

給
排
水

鋼
構
造
物

さ
く
井

水
道
施
設

解
体

舗
装

一般塗装
路
面
表
示

機
械
器
具

電
気
通
信

造
園

１級土木施工管理技士補

１級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士補

１級管工事施工管理技士補

１級電気通信工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士補

２級造園施工管理技士補

２級建設機械施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士補

２級電気通信工事施工管理技士補

技

術

士

補

２級土木施工管理技士補（鋼構造物塗装）

２級土木施工管理技士補（薬液注入）

２級建築施工管理技士補（躯体）

２級建築施工管理技士補（仕上げ）

２級建築施工管理技士補（建築）

２級土木施工管理技士補（土木）

１級建設機械施工管理技士補

女性技術者活躍モデル工事 工事成績評定加点区分表

一
般
土
木

農
業
土
木

林
業
土
木

水
産
土
木

一
般
塗
装

鋼
橋
塗
装
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○

○

○

○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○
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衛生工学｢水質管理｣ ○ ○

衛生工学｢廃棄物管理、廃棄物・資源循環｣ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・女性の有する資格等が上記表の「○」に該当する場合、工事成績評定への加点を行う。なお、該当する資格等が複数ある場合は上位の点数のみ加点する。

・受注者は女性の資格等を確認可能な書類を発注者へ提出しなければならない。なお、女性が資格等を有さない場合は提出を不要とする。

・担当技術者の女性が工事成績評定で「担当技術者(加点該当資格無し)」による加点を予定している場合、現場作業する女性を工事関係書類の写真で確認できるようにすること。これが確認できない場合、工事成績評定への加点を行わないものとする。

・「担当技術者(加点該当資格無し)」及び「現場代理人(加点該当資格無し)」による工事成績評定への加点は、令和４、５年度に入札公告を行う工事でのみ行うものとし、それ以降の年度では行わないものとする。

・配置女性が別の女性へ変更となる場合、女性の従事期間は変更前後の日数を通算して考えるものとする。なお、実施証明書の記載名は従事期間が最も長い者とする。

別紙６

区分 資格等
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加点数
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建
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式
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く
井

水
道
施
設

解
体
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造
物

舗
装

一般塗装
路
面
表
示

機
械
器
具

電
気
通
信

区分４

１級建設機械施工管理技士補

２級土木施工管理技士補（薬液注入）

２級建築施工管理技士補（建築）

２級建築施工管理技士補（躯体）

現場代理人(加点該当資格無し)

担当技術者(加点該当資格無し)

２級建築施工管理技士補（仕上げ）

２級電気工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士補

２級電気通信工事施工管理技士補

２級造園施工管理技士補

技

術

士

補

１点

１級土木施工管理技士補

１級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士補

１級管工事施工管理技士補

１級電気通信工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士補

２級建設機械施工管理技士補

２級土木施工管理技士補（土木）

２級土木施工管理技士補（鋼構造物塗装）


